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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和3年8月12日(2021.8.12)

【公表番号】特表2018-518597(P2018-518597A)
【公表日】平成30年7月12日(2018.7.12)
【年通号数】公開・登録公報2018-026
【出願番号】特願2017-560597(P2017-560597)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/06     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/12     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   9/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   38/00     ３０１Ｗ
   Ｃ２２Ｃ   38/00     ３０１Ｕ
   Ｃ２２Ｃ   38/06     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   38/12     　　　　
   Ｃ２１Ｄ    9/46     　　　Ｔ
   Ｃ２１Ｄ    9/46     　　　Ｆ

【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年6月29日(2021.6.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　一実施例では、前記鋼が０．２５重量％のＣ、４重量％のＭｎ、１重量％のＡｌ、およ
び２重量％のＳｉを有する。この実施例では、前記アルミニウム、およびシリコンを追加
し、変態点の上限および下限（それぞれＡ３およびＡ１）を上昇させ、二相域温度領域に
より温度７００℃以上でフェライト３３～６６％およびオーステナイト３３～６６％とな
るようにする。全処理段階において、結晶粒の成長をコントロールするためにニオブを追
加することができ、典型的には０．０４０重量％などの少量での追加である。
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